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衆
議
院
議
員
小
松
幹
君
提
出
公
益
損
害
に
対
し
鉱
業
権
者
の
掘
採
制
限
の
具
体
的
措
置
に
関
す
る 

質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

政
府
は
、
目
下
福
岡
通
商
産
業
局
長
及
び
大
分
県
知
事
に
対
し
、
現
地
の
実
情
の
調
査
を
命
じ
て
い
る
が
、
今

後
こ
の
調
査
の
結
果
を
ま
つ
た
上
、
御
指
摘
の
よ
う
な
事
態
が
あ
る
と
き
に
は
、
鉱
業
法
、
採
石
法
及
び
道
路
法

等
そ
れ
ぞ
れ
の
法
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
つ
て
、
指
導
、
監
督
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
と
る
所
存
で
あ

る
。 右

答
弁
す
る
。 




